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   国立大学法人筑波大学の会計責任者等の使用する公印に関する法人細則 

 

 （趣旨） 

第１条 この法人細則は、国立大学法人筑波大学公印取扱規程（平成１７年法人規程第３号）第

９条の規定に基づき、会計責任者等の使用する公印に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 （定義） 

第２条 この法人細則において「会計責任者等」とは、次に掲げる機関等をいう。 

 (1) 国立大学法人筑波大学財務規則（平成１６年法人規則第９号。以下「財務規則」という。）

第４６条第１項に規定する契約担当役 

 (2) 財務規則第４６条第１項に規定する出納命令役 

 (3) 財務規則第４６条第１項に規定する出納役 

 (4) 前各号に掲げる者の分任役 

 (5) 国立大学法人筑波大学財産管理規則（平成３０年法人規則第２９号）第５条第１項に規定

する財産管理役 

 



 （公印の名称等）  

第３条 公印の名称及び寸法並びに公印管守責任者及び公印管守担当者は、別表のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、公印管守担当者が事故又は出張その他の事由によりその職務を行

うことができないため支障があると認められるときは、公印管守責任者の指名する者がその職

務を代理する。 

 

 （代理者の公印） 

第４条 法人の会計責任者等の代理者の公印は、その代理する者の公印をもって、その公印とす

る。 

 

   附 則 

 この法人細則は、平成１７年３月２３日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 

 

   附 則（平１７．４．２１法人細則１２号） 

 この法人細則は、平成１７年４月２１日から施行し、改正後の国立大学法人筑波大学の会計機

関等の使用する公印に関する法人細則の規定は、同年４月１日から適用する。 

 

   附 則（平１８．４．１３法人細則１１号） 

 この法人細則は、平成１８年４月１３日から施行し、改正後の国立大学法人筑波大学の会計機

関等の使用する公印に関する法人細則の規定は、同年４月１日から適用する。 

 

   附 則（平１８．６．２０法人細則２１号） 

 この法人細則は、平成１８年７月１日から施行する。 

 

   附 則（平１９．３．３０法人細則１５号） 

 この法人細則は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平２０．３．２７法人細則７号） 

 この法人細則は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平２１．３．３１法人細則１３号） 

この法人細則は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平２１．７．１法人細則１８号） 

 この法人細則は、平成２１年７月１日から施行する。 

 

   附 則（平２４．３．２９法人細則５号） 

 この法人細則は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平２４．９．２７法人細則２１号） 

 この法人細則は、平成２４年１０月１日から施行する。 

 

   附 則（平２５．５．２３法人細則１２号） 



 この法人細則は、平成２５年５月２３日から施行し、改正後の国立大学法人筑波大学の会計責

任者等の使用する公印に関する法人細則の規定は、同年４月１日から適用する。 

 

   附 則（平２６．３．２７法人細則７号） 

 この法人細則は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平２６．５．２３法人細則１４号） 

 この法人細則は、平成２６年５月２３日から施行し、改正後の国立大学法人筑波大学の会計責

任者等の使用する公印に関する法人細則の規定は、同年４月１日から適用する。 

 

   附 則（平２７．３．２６法人細則７号） 

 この法人細則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平２８．３．２４法人細則１１号） 

 この法人細則は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平２８．６．３０法人細則２４号） 

 この法人細則は、平成２８年７月１日から施行する。 

 

   附 則（平３０．３．２２法人細則４号） 

 この法人細則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平３１．２．２８法人細則３号） 

 この法人細則は、平成３１年３月１日から施行する。 

 

   附 則（平３１．３．２８法人細則７号） 

 この法人細則は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

   附 則（令２．３．２６法人細則９号） 

 この法人細則は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則（令５．３．２３法人細則５号） 

この法人細則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則（令６．３．２８法人細則５号） 

この法人細則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則（令７．３．２７法人細則７号） 

この法人細則は、令和７年４月１日から施行する。 



別表（第３条関係） 

第３種公印 

名称 寸法 公印管守責任者 公印管守担当者 

契約担当役の印 ２３ミリ

メートル

平方 

財務部契約課長 財務部契約課主幹 

出納命令役の印 財務部長 財務部財務管理課主幹（決

算担当） 

出納役の印 財務部財務管理課長 財務部財務管理課主幹（出

納担当） 

事業・ファイナンス局事

業・リレーション推進室主

幹 

財産管理役の印 病院総務部管理課長 病院総務部管理課主幹 

東京キャンパス事務部企画

推進課長 

東京キャンパス事務部企画

推進課主幹 

外国に置かれる教育組織等

の管理運営を統括するため

学長が別に定める者 

― 

分任契約担当役の印 ２０ミリ

メートル

平方 

事業・ファイナンス局次長 事業・ファイナンス局資産

運用・ファイナンス室担当

課長 

研究推進部外部資金課長 研究推進部外部資金課外部

資金情報係長 

産学連携部産学連携企画課

長 

産学連携部産学連携企画課

主幹（特別活動部門） 

病院総務部管理課長 病院総務部管理課主幹 

外国に置かれる教育組織等

の管理運営を統括するため

学長が別に定める者 

― 

分任出納命令役の印 病院総務部長 病院総務部経営戦略課主幹 

外国に置かれる教育組織等

の管理運営を統括するため

学長が別に定める者 

― 

分任出納役の印 病院総務部経営戦略課長 病院総務部経営戦略課専門

員（収入管理） 

海外教育拠点支援室長 ― 

 


